
3． 論文の採否：論文の採否は Editorial board のメンバーによる査読審査の結果に従い決定される．ただし，
シンポジウムなどの記録や治験論文については編集部で採否を決定する．

4． 論文の訂正：査読審査の結果，原稿の訂正を求められた場合は，40日以内に，訂正された原稿に訂正点を
明示した手紙をつけて，前記泌尿器科紀要刊行会宛て送付すること，なお，Editor の責任において一部字句
の訂正をすることがある．

5． 採択論文：論文が採択された場合，原稿を3.5インチフロッピーディスク・MO ディスク・CD-R・CD-
RW のいずれかに保存し，編集部へ送付する．ディスクには論文受付番号・筆頭著者名・機種名・ソフトウ

エアとそのバージョンを明記する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-
Word・MS-Word とし，特に Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．

6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．

7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．

1 掲載料は 1頁につき和文は5,775円（税込），超過頁は 1頁につき7,350円（税込），写真の製版代，凸
版，トレース代，別冊，送料などは別に実費を申し受ける．

2 迅速掲載には迅速掲載料を要する．5頁以内は31,500円（税込），6頁以上は 1頁毎に10,500円（税込）
を加算した額を申し受ける．

3 薬剤の効果，測定試薬の成績，治療機器の使用などに関する治験論文および学会抄録については，掲載料

を別途に申し受ける．

4 掲載論文は刊行後 1年を経過した時点で電子ジャーナルとして公開する．

8． 著作権：当誌に掲載する著作物に関する国内外の一切の著作権（日本国著作権法第21条から第28条までに

規定するすべての権利*を含む．以下同じ．）は泌尿器科紀要刊行会に帰属するものとする．

著作者の権利 :当誌が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身がこの規程に従い利用することに対し，

当誌はこれに異議申し立て，もしくは妨げることをしない．著作者は，投稿した論文等について本学会の出版

物発行前後にかかわらず，いつでも著作者個人の Web サイト（著作者所属組織のサイトを含む）において自

ら創作した著作物を掲載することができるが，掲載に際して当誌からの出典である旨を明記しなければならな

い．
*以下の権利を含む :

複製権（第21条），上演権及び演奏権（第22条），上映権（第22条の 2），公衆送信権等（第23条），口述権

（第24条），展示権（第25条），頌布権（第26条），譲渡権（第26条の 2），貸与権（第26条の 3），翻訳権，翻案

権等（第27条），二次的著作物の利用に関する原著作者の権利（第28条）．

9． 別刷：30部までは無料とし，それを超える部数については実費負担とする．著者校正時に部数を指定する．
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編 集 後 記

初期臨床研修制度が大きく揺れている．医師の地域偏在，診療科偏在が大きな社会問題となり，それが 5年前
に開始された初期臨床研修制度にあるとの指摘に厚労省が過敏に反応したものと感じている．
確かにこの制度は医師の偏在を顕在化し助長したと思われる．しかし，システムの改変で研修医の数的なバラ
ンスを変えることが仮に出来たとしても，事ここに至っては医師の偏在を解消することなど出来ないと思ってい
る．なぜなら，偏在しているのは研修医では無く専門医であり，また，すでに「パンドラの箱」は開いてしまっ
たからである．
厚労省からの基本案は，単純に都市部の大学病院の研修医を減らして地方の定員を増やそうという理屈のうえ
に成り立っているように思う．現在，パブリックコメントが求められているが，北大病院でさえ定員が減らされ
そうである．都市部の大学病院の定員を減らしても，おそらく地方大学の研修医数は期待するほど増えないであ
ろう．言いにくいことではあるが，クオリティーの低い研修医を押しつけられる可能性も高い．そうなれば大学
病院のマンパワー不足はさらに悪化し，地域派遣機能は今以上に低下し，医師の地域偏在が逆に助長される可能
性さえある．
今の日本の医療体制のなかで医師の地域偏在を解消するには，適材適所に医師を配置し彼らのキャリアパスを
支援できるきめ細やかな責任体制が必要である．都道府県のお役人や医師会に出来るはずもない．その意味で大
学病院が培ってきた病院群との連携の重要性をもう一度見直す必要があるのではないかと思う．古い時代の医局
復活というわけでは決して無い．若い医師達にはキャリアアップのために大学を上手に利用してほしいのであ
る．

（小川 修）
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